
平成16年12月 犯罪被害者等基本法成立（議員立法）

平成17年12月 第１次犯罪被害者等基本計画閣議決定

（計画期間：平成22年度末まで）

平成23年３月 第２次犯罪被害者等基本計画閣議決定

（計画期間：平成27年度末まで）

政府における犯罪被害者等施策の推進
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（単位：千円）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

100,138 103,180 159,348 151,173 117,913 97,565 62,960 57,118

内閣府犯罪被害者等施策推進室予算額の推移
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内閣府犯罪被害者等施策推進室予算額の推移

(千円)
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犯罪被害者等施策年次報告作成経費

犯罪被害者等施策推進経費

犯罪被害者等施策調査研究等経費 6,446

518

○犯罪被害者等基本法第10条に基づき作成。施策浸透のため、都道府県・政令指定都市に配布。

都道府県担当者会議

平成２４年度内閣府犯罪被害者等施策推進室予算額

犯罪被害者等施策理解促進経費 8,975

犯罪被害者等施策連携推進経費

地方公共団体職員向け研修経費 12,641

62,960

47,539

○地方公共団体の取組が促進されるよう、基礎的な知識、ノウハウを体系的に習得できる場を提供す
る。

○都道府県犯罪被害者等主管課室長会議を開催し、地方公共団体に対し、犯罪被害者等に関する適
切な情報提供を行う。

6,446

地域における犯罪被害者等支援の普及促進

○「犯罪被害者週間」にあわせた集中的な啓発事業を実施する。毎年、東京及び複数の地域で、被害
者、支援者、その他一般国民が一同に会し、様々なテーマを議論する。（中央＋２地域）

「犯罪被害者週間」事業実施経費 8,975

（単位：千円）

33,478

○犯罪被害者団体等から定期的に意見を聴取する機会を設け、適切に施策に反映させる。

○地方公共団体の取組が促進されるよう、先進的な取り組み事例を全国に普及させるため、業務委託・
協働実施・企画公募型事業を実施する。また、実施された事業の評価・検証を行う。

902犯罪被害者団体等との情報交換等の実施
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国

委嘱謝金

○研修プログラムの企画
施策の総合的な推進方策、被害者等が置かれている状
況、被害者等への接し方等について検討し、研修プロ
グラムを作成します。

○研修会の企画立案・実施
対象：都道府県・市区町村の主管課等の職員
日程：１日
内容：被害者等の講演、内閣府からの施策説明、事例
発表、参加者による討論 等

○研修教材の作成・配布
研修プログラム及び研修会の結果を基に、研修教材を
作成・配布し、地方公共団体レベル（特に市区町村）
での研修に活用できるようにします。

○地方公共団体の窓口部局の職員を対象として、施策の
総合的な推進や犯罪被害者等への対応業務に当たり必
要となる基礎的知識を涵養するための研修会を開催す
るとともに、その成果等を基に研修教材を作成・配布
し地方公共団体レベルでの研修に活用できるようにし
ます。

○市町村レベルでは、都道府県と連絡調整を行う窓口部
局はほぼ確定しているものの、犯罪被害者等に対応す
る総合的対応窓口の設置については、未だ７割程度の
段階です。
また、犯罪被害者等からは、「地方公共団体職員の言
動により二次的被害を受けた。」といった声が聞かれ
ます。
そこで、地方公共団体職員向け研修を実施し、施策に
関する理解の促進や基礎的な知識の修得の支援を行い
ます。

地方公共団体職員向け研修経費（内閣府政策統括官（共生社会政策担当）犯罪被害者等施策担当）

平成２４年度予算 １２，６４１千円

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○研修会への参加を通じ、地方公共団体職員の施策に関
する理解や基礎的知識の修得が進み、市町村における
総合的対応窓口の設置の促進や質の高い犯罪被害者等
への対応業務（二次的被害を与えない）の遂行が可能
になります。

期待される効果

業者

（一般競争入札）
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地方公共団体職員向け研修経費

○犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）

（相談及び情報の提供等）

第十一条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を

円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している

各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯

罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるも

のとする。

○第二次犯罪被害者等基本計画（平成２３年３月２５日閣議決定）

第４ 支援等のための体制整備への取組

１ 相談及び情報の提供等（基本法第１１条関係）

（1） 地方公共団体における総合的対応窓口の設置の促進等

イ 内閣府において、市町村における犯罪被害者等施策の窓口となる部

局の確定状況等について定期的に確認するとともに、市町村における

犯罪被害者等に関する適切な情報提供を行う総合的な対応窓口の設置

を促進するよう要請する。また、地方公共団体職員を対象とする研修

会を開催し、犯罪被害者等施策への理解の促進や犯罪被害者等への対

応のために必要となる基礎的な知識等の習得を支援するとともに、各

地方公共団体の先進的・意欲的な取組事例等の情報をメールにより発

信する「犯罪被害者等施策メールマガジン」により、地方公共団体間

の情報の共有化を促進する。
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